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☆商標権侵害物品の個人輸入問題について ⑴

１　はじめに
　平成30年9月7日付財務省の報道発表資料1によれ
ば、平成29年の全国の税関における偽ブランド品な
どの知的財産権侵害物品の輸入差止件数は前年度と
比べて17.6%増加し（3万627件）、過去2番目の高水
準であったとのことである。
　もっとも、商標権侵害物品の輸入差止件数はその
うちの98％の3万111件を占め、前年度より17.3％増

加しているにもかかわらず、反対に、輸入点数は31
万3314点と、前年度と比べて23.4％も減少している。
この推移が何を表すかといえば、偽ブランド品など
の商標権侵害物品の輸入の小口化が益々進行してお
り（平均すれば疑義貨物には10点以下の商標権侵害
物件しか含まれていないことになる。）、後述する個
人使用目的を主張する輸入者意見書の増加とも相
俟って、商標権侵害物品に対する水際対策の費用対
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効果が大きく損なわれつつある状況を表している。
　侵害物品の輸入の小口化の背景には、中国の模倣
品業者が、その運営するオンラインストアやLINE
等のSNSのアカウント、さらにはアマゾン等の国内
プラットフォームのアカウントを通じて、中国に居
ながらにして日本の顧客から注文を取り、EMS（国
際スピード郵便）で納品する商流が一般的になって
いることがあり、この傾向が今後一層進むことは明
らかである。
　そうは言っても、小口で輸入された商標権侵害物
品の流通を追いかけて国内で取り締まることは現実
的ではない以上、商標権侵害物品の輸入差止の重要
性は増すばかりであり、輸入者の権利に配慮した上
で、この制度をより実効性の高いものに発展させる
必要性が大きい。
　本稿では、かかる観点から、偽ブランド品などの
商標権侵害物品の水際対策の実務について紹介し、
権利者にとって悩ましい問題である個人輸入問題を

解消するための法改正の必要性について若干の意見
を述べることとする。

２　輸入差止申立制度の特徴
　日本における輸入差止申立て制度は、諸外国の制
度と比べて以下のような特徴がある。

（１）商標権者にとっての長所

ア　申立て対象品目だけでなく、その周辺品目に
対しても差止が実施されること

なお、筆者は、申立て代理人として、輸入差
止申立てを契機に申立て対象品目とは全く異な
る種類の物品に対する職権取締りの件数が増え
ることも数多く経験している。例えば、サング
ラス（第9類）についての輸入差止申立てを行っ
たところ、同じ権利者の製品であるハンドバッ
グ（第18類）やスカート（第25類）の侵害品に
ついても職権取締りによる認定手続（後述）が
増加したことなどがその好例である。

1	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

30 9 7 i 29

17.6% 3 627 2 	
  

98 3 111

17.3 31 3314

23.4

10

	
  

	
  

30 9 7 	
  （平成30年９月７日付財務省の報道発表資料より引用）

知的財産別輸入差止実績構成比の推移（件数ベース）
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